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コロナ明けの運動会、天気に
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学校給食共同調理場整備事業に
関する債務負担行為６億円と事
業者選定委員会委員の報酬、費
用弁償については、提出資料不
足を指摘、議論、慎重審議のう
え否決された。

内容を再度検討する必要がある
ため町長が議案の撤回をした。

最終日に給食センター関連の予
算を除いた、一般会計補正予算
（議案第35号）を新たに上程し、
審議、可決された。

今後の定例会で審議する。

９月定例会は、９月７日から22日まで、会期16日間の日程で開かれました。

９月定例会の主な議案

議員）
町長の学校給食共同調理場に対
する真意を伺いたい。
町長）
60数年前に当時の基準で建てら
れた建物が今の基準を満たさな
いこと、そこで働く方々の労働
環境が劣悪なこと、増改築で対
応した場合のライフサイクルコ
ストなどを考慮し、新設するこ
とを決めた。
建設に当たっては最小の経費で最
大の効果を得られるよう進めたい。

議員）
勝野駅防犯カメラ工事の内訳は。
企画調整課長）
カメラ１台の増設及び既設の機
器４台の更新費用を含んだもの。
議員）
公共施設、公民館、消防格納庫
周辺などにも設置して犯罪や徘
徊の防止などに役立てほしい。

議員）
環境衛生での補償費とは。
農政環境課長）
排水路改修工事に伴い、道路の
かさ上げも含めて施工したとこ
ろ、民地内のコンクリート舗装
に亀裂が入ったため、補償する
もの。

議員）
町税等収納事務委託について、
委託先はコンビニというふうに
なっているが、町内だけなのか、
町外どこのコンビニでも取り扱
いができるのか。
町民の方に徴収に行くことがあ
る場合、今後とも続けられるのか。
税務住民課長）
取り扱い対象のコンビニであれ
ば町内、町外問わず取り扱い可能。
コンビニの納付が始まるという
ことで臨戸徴収をやめることは
今のところ考えてない。

令和５年度一般会計補正予算の主な質疑

質疑
随意契約をするための選定委員を選定するための条
例案提案であるが、学校給食共同調理場整備事業は
指名競争入札をせずに、随意契約を選択した理由は。
答弁
学校給食共同調理場に関しては専門的な知識が必要
なため、価格以外でも評価をしたいと教育課より相談
を受け、プロポーザル方式を採用することになった。

結果
文教厚生委員会に付託後、委員会において継続審査
となったため、町長は撤回した。

議案第27号、小竹町立学校給食共同調理場整備事
業者選定委員会条例の制定について

＊プロポーザル方式とは企画競争入札方法。提案力・企画
力により、入札額に左右されずに落札される可能性がある。

質疑
駐車場代金について定住促進住宅は1,500円、七福
町営住宅は2,500円となるため、不公平感は否めな
い。何故、違いが出るのか。
答弁
定住促進住宅は条例にて駐車場代金が設定され、町
営七福住宅内の駐車場は、公営住宅法に基づいて設
置されるものであり、金額には差異が発生する。
結果
引き続き審議が必要であると判断し、継続審議する
こととなった。

議案第29号、小竹町町営住宅条例の一部を改正す
る条例の制定。

令和５年度一般会計補正予算
（議案第30号）

どうなる？
給食センター

 議員  議員

 議員

 議員

 議員

 農政環境課長

 企画調整課長
 税務住民課長

 町長

 質疑

 答弁

 結果

 結果

 質疑

 答弁
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決算委員会の主な質疑

問　住宅滞納額繰越金が6,141
万4,082円となっている。
住宅使用料の滞納が増えれば、
町の財政が苦しくなる。解決策
は。

答　現年分の未納額が滞納分の
納入額を上回っていることが原
因であるため、現年分の徴収を
強化しつつ、滞納分の徴収を
行っていく必要ある。
対策は、督促、催告等を行い、
誓約書どおり納入の履行を行う
ことである。

問　じん芥処理費委託料の未使
用額が483万2,084円となっ
ているが原因は何か。

答　ごみ処理のための費用や、
廃棄物処理委託料、ゴミ袋を製
造する費用を計上していたが、
一番多くの執行残が残ったのは、
廃棄物の処理委託料。当初世帯
数を3,800戸と見込んでいたが、
世帯数の減少によるもの。

問　多額のふるさと納税が集
まっているが、何件の寄付が寄
せられているか。

答　令和４年度寄付件数は４万
4,162件、金額は４億6,000万
円あまりになっている。

問　本町においてマイナンバー
カードの取得者はどれくらいか、
また保険証と紐付けされている
人はどれくらいいるのか。

答　マイナンバーカードの取得
人数は８月31日現在で申請件
数6,005人。交 付が5,113人。
交付率は2023年１月１日現在
で72.10％。
保険証と紐付されている取得者
数は半数程度と推察される。

問　町民体育館も老朽化が激し
くなり、維持管理費も必要に
なってくる。現状のまま修理を
してやっていくのか、将来的に
複合施設等を建設する考えはな
いか。

答　体育館、中央公民館、児童
体育館は同じ時期に建設され、
かなりの年数が経過している。
町外にはいろいろな施設がある
が、町の財政状況から、すぐに
建てるのは難しい。今ある施設
を上手に使いつつ、今後、慎重
な検討、計画をしていきたい。

令和４年度　　　　決　算（2022年度）

会　　計

一　般　会　計

歳　　入

58億7,275万円

10億1,451万円

1億4,854万円

7,295万円

4億5,197万円

収益的収入 5億2,914万円

資本的収入　　1,738万円

収益的収入 2億4,035万円

資本的収入　　1,440万円

55億7,235万円

9億7,871万円

1億4,846万円

7,131万円

4億3,728万円

収益的支出 5億7,207万円

資本的支出　   1,738万円

収益的支出 2億2,558万円

資本的支出　　4,135万円

3億40万円

３,５８０万円

8万円

164万円

1,469万円

0円

1,477万円

△2,695万円

歳　　出 差　　引

国民健康保険

後期高齢者医療

農業集落排水事業

公共下水道事業

町立病院事業

水道事業

特
　別
　会
　計

問

答

問

答

問

答

問

答
問

答
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●小竹町立病院の現在の状況を踏まえ、今後の展望は

一滴　浩子 議員一滴　浩子 議員

問
　
小
竹
町
立
病
院

は
、
一
般
会
計
か
ら

繰
り
入
れ
を
行
っ
て

き
た
赤
字
病
院
で
あ

る
。

　
町
財
政
の
今
後
を

考
慮
す
る
と
、
懸
案

事
項
は「
町
立
病
院
」

だ
と
考
え
る
。

　
２
０
２
１
年
12
月

の
外
部
監
査
に
よ
る

財
務
状
況
報
告
書
で

は
、
財
政
の
健
全
化

を
進
め
る
に
は
大
変

厳
し
い
状
況
に
あ
る

と
の
指
摘
を
受
け
て

お
り
、
未
処
理
欠
損

金
の
総
額
は
、
約
５

億
円
近
く
と
な
る
。

　
小
竹
町
の
貯
金
で

あ
る
財
政
調
整
基
金

は
、
令
和
８
年
度
あ

た
り
か
ら
減
少
状
態

と
な
り
、
町
立
病
院

に
繰
り
出
し
を
続
け

る
に
は
、
相
当
厳
し

い
状
況
と
な
る
。

　
地
域
医
療
と
し
て

の
意
義
を
考
慮
し
つ

つ
も
、
病
床
の
規
模

や
機
能
の
見
直
し
な

ど
医
療
提
供
体
制
の

適
正
化
を
図
り
、
地

域
医
療
の
役
割
と
、

病
院
経
営
改
善
と
い

う
大
き
な
課
題
解
決

に
、
本
町
は
早
急
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
町
立
病
院
の
経
営

形
態
見
直
し
の
選
択

肢
と
し
て
は
、
地
方

公
営
企
業
法
の
全
部

適
用
、
非
公
務
員
型

の
地
方
独
立
行
政
法

人
化
、
指
定
管
理
者

制
度
の
導
入
、
民
間

譲
渡
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
が
、
率
直
な
町

長
の
見
解
を
お
伺
い

し
た
い
。

答
　
現
在
、
町
立
病

院
で
は
令
和
３
年
度

に
経
営
健
全
化
計
画

を
策
定
し
、
経
営
の

健
全
化
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
落
ち
込
ん
で
い
た

入
院
・
外
来
収
益
が
、

令
和
４
年
度
決
算
で

は
回
復
傾
向
に
あ
り
、

入
院
・
外
来
収
益
で

は
対
前
年
度
６
５
０

０
万
円
以
上
の
増
収

と
な
っ
た
。

　
現
在
、
町
立
病
院

に
対
し
て
交
付
金
が

年
間
１
億
円
交
付
さ

れ
て
い
る
の
で
、
収

支
全
体
で
は
年
間
３

９
９
０
万
円
の
純
損

失
と
な
る
。

　
経
営
の
健
全
化
に

向
け
て
、
入
院
・
外

来
収
益
を
増
や
す
た

め
に
患
者
を
増
や
す

方
策
に
取
り
組
み
な

が
ら
、
病
院
運
営
に

必
要
な
医
師
・
看
護

師
を
は
じ
め
と
す
る

医
療
従
事
者
の
確
保

を
図
り
つ
つ
、
経
営

の
健
全
化
へ
の
取
り

組
み
が
第
一
と
考
え

て
い
る
。

　
今
後
の
町
立
病
院

の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
９
月
定
例
会
の

初
日
に
説
明
し
た

「
町
立
病
院
経
営
健

全
化
計
画
の
実
施
状

況
の
報
告
に
つ
い

て
」
の
と
お
り
、
令

和
５
年
度
の
決
算
状

況
及
び
今
後
の
見
通

し
を
踏
ま
え
、
開
設

者
で
あ
る
町
長
と
事

業
管
理
者
で
あ
る
院

長
を
中
心
に
抜
本
的

な
経
営
の
見
直
し
に

つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。

　「
決
算
審
査
意
見

書
」
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
町
立
病
院
が
地

域
医
療
を
確
保
す
る

医
療
機
関
と
し
て
健

全
な
経
営
に
よ
り
、

住
民
の
福
祉
に
資
す

る
病
院
と
し
て
維
持

す
る
為
に
も
町
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
な
お
、
現
在
、
町

立
病
院
は
地
方
公
営

企
業
法
の
全
部
適
用

と
な
っ
て
い
る
。

意
見
　
第
三
者
を
含

め
た
町
立
病
院
経
営

改
善
委
員
会
の
立
ち

上
げ
な
ど
、
総
合
的

に
取
り
組
み
、
主
体

的
な
改
革
を
切
望
す

る
。

問

答

意
見
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●七福町営住宅に入居するための条件は
●消防の２市２町合併問題は　　●本町の空き家対策は
●町長就任後に参加された研修の成果は 良永　陽臣 議員良永　陽臣 議員

問
　
町
営
住
宅
に
仮

移
転
さ
れ
て
い
る
方

や
、
今
後
解
体
さ
れ

る
予
定
の
七
福
の
木

造
住
宅
居
住
者
が
優

先
的
に
入
居
で
き
る

と
思
う
が
、
空
室
が

で
き
た
場
合
、
入
居

す
る
た
め
の
条
件
は
。

　
ま
た
、
一
般
募
集

を
行
う
の
か
。

答
　
一
時
的
に
移
転

さ
れ
て
い
る
方
は
公

募
を
経
ず
、
入
居
が

可
能
。

　
調
査
で
は
大
部
分

の
方
が
七
福
団
地
に

移
転
さ
れ
る
旨
、
回

答
を
い
た
だ
い
て
い

る
。

　
御
徳
団
地
に
つ
い

て
は
老
朽
も
著
し
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
令

和
12
年
度
ま
で
に
用

途
廃
止
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
御
徳

団
地
２
件
に
つ
い
て

は
、
七
福
団
地
へ
の

移
転
を
促
す
こ
と
を

考
え
て
い
る
。

　
七
福
団
地
へ
の
移

転
が
完
了
し
た
の
ち
、

余
剰
が
あ
る
場
合
、

公
平
に
抽
選
選
考
を

実
施
し
た
い
。

問
　
２
市
２
町
の
消

防
の
合
併
に
つ
い
て
、

現
在
の
状
況
と
本
町

の
広
域
化
に
対
す
る

考
え
方
は
。

答
　
消
防
の
広
域
化

に
つ
い
て
は
、
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　
引
き
続
き
、
検
討

委
員
会
で
の
協
議
を

進
め
、
広
域
圏
議
会

で
の
議
論
を
経
た
の

ち
、
適
切
な
時
期
が

き
た
ら
、
当
議
会
で

説
明
す
る
。

問
　
空
き
家
問
題
で

は
、
防
災
、
防
犯
の

観
点
か
ら
無
視
で
き

な
い
状
況
で
あ
る
。

　
本
町
の
空
き
家
対

策
の
取
り
組
み
は
。

答
　
令
和
２
年
度
調

査
で
４
５
３
件
の
空

き
家
を
確
認
し
て
い

る
。

　
そ
の
う
ち
、
防
犯

上
懸
念
さ
れ
る
危
険

な
家
屋
は
70
件
。

　
本
町
と
し
て
は
法

律
に
基
づ
き
、
人
が

住
め
そ
う
で
利
活
用

で
き
そ
う
な
家
、
壊

れ
そ
う
な
家
屋
、
木

や
草
が
茂
っ
て
い
る

景
観
等
が
悪
い
家
屋

の
３
種
類
に
区
分
し
、

空
き
家
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
を
進
め
て

い
る
。

　
危
険
な
家
屋
に
つ

い
て
は
、
建
物
所
有

者
に
適
切
な
方
策
が

と
ら
れ
る
よ
う
、
助

言
、
指
導
等
を
行
っ

て
い
る
。

　
建
物
所
有
者
が
不

明
の
場
合
は
、
土
地

の
所
有
者
に
適
切
な

方
策
を
求
め
て
い
る
。

　
今
後
の
対
策
と
し

て
は
、
放
置
す
れ
ば

「
特
定
空
き
家
」
に

な
る
恐
れ
の
あ
る

「
管
理
不
全
空
き
家
」

に
対
し
町
か
ら
の
指

導
・
勧
告
を
行
い
、

勧
告
を
行
っ
た
管
理

不
全
空
き
家
に
は
、

固
定
資
産
税
の
住
宅

用
特
例
を
解
除
す
る

な
ど
の
措
置
も
行
う
。

問
　
町
長
は
就
任
後
、

い
ろ
い
ろ
な
研
修
を

受
け
ら
れ
て
い
る
が
、

町
政
へ
の
活
か
し
方

は
。

答
　
就
任
後
、
可
能

な
限
り
研
修
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　
研
修
内
容
は
、
防

災
、
ま
ち
づ
く
り
、

職
員
の
育
成
、
人
権
、

経
営
に
関
す
る
も
の

と
多
岐
に
渡
る
。

　
総
務
省
主
催
の
オ

ン
ラ
イ
ン
研
修
で
は
、

実
際
の
大
雨
の
状
況

を
想
定
し
て
判
断
を

下
す
訓
練
に
お
い
て
、

町
民
に
対
す
る
避
難

指
示
を
出
す
タ
イ
ミ

ン
グ
や
効
果
的
な
内

容
の
伝
え
方
な
ど
、

実
際
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
研
修
を
受
け
て

い
る
。

　
人
権
に
関
す
る
課

題
は
「
お
互
い
が
お

互
い
を
尊
重
し
あ
う

こ
と
」
か
ら
始
ま
る

人
権
を
基
礎
に
置
く

町
づ
く
り
に
活
か
す
。

　
今
後
も
積
極
的
に

外
に
出
て
い
き
、
吸

収
し
て
、
良
い
と
こ

は
町
の
施
策
に
反
映

し
て
行
き
た
い
。

問

問答問答

問答

答
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●自衛隊への個人情報の提供は

宮野　一男 議員宮野　一男 議員

問
　
自
衛
隊
へ
の
個

人
情
報
の
提
供
が
本

町
に
お
い
て
も
行
わ

れ
て
い
る
事
を
報
道

で
知
っ
た
。

　
個
人
情
報
を
外
部

に
提
供
す
る
こ
と
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵

害
に
当
た
る
の
で
は

な
い
か
。

答
　
自
衛
隊
へ
の
情

報
提
供
に
つ
い
て
は
、

自
衛
隊
法
第
97
条
第

１
項
で
定
め
ら
れ
て

い
る
国
か
ら
の
法
定

受
託
事
務
で
あ
り
、

自
衛
隊
法
施
行
令
第

１
２
０
条
の
規
定
に

基
づ
き
実
施
し
て
い

る
。

　
本
町
で
は
、
自
衛

隊
福
岡
地
方
協
力
本

部
か
ら
の
依
頼
に
基

づ
き
、
自
衛
隊
が
自

衛
官
及
び
自
衛
官
候

補
生
の
募
集
事
務
に

利
用
す
る
た
め
に
必

要
な
対
象
者
の
情
報

を
提
供
し
て
い
る
。

問
　
名
簿
提
供
は
い

つ
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
の
か
。

答
　
平
成
26
年
度
か

ら
、
募
集
対
象
者
情

報
の
紙
媒
体
で
の
提

供
を
確
認
し
て
い
る
。

問
　
名
簿
の
内
容
と

対
象
者
は
。

答
　
内
容
は
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、

性
別
の
４
情
報
で
、

町
内
に
住
民
登
録
し

て
い
る
18
歳
及
び
22

歳
が
対
象
。

問
　
提
供
に
至
っ
た

経
緯
と
理
由
は
。

答
　
自
衛
隊
法
施
行

令
第
１
２
０
条
に「
防

衛
大
臣
が
、
自
衛
官

又
は
自
衛
官
候
補
生

の
募
集
に
関
し
必
要

が
あ
る
と
認
め
、
県

知
事
又
は
市
町
村
長

に
対
し
、
必
要
な
報

告
又
は
資
料
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
」
旨
の
規
定
に

基
づ
い
て
防
衛
大
臣

名
の
公
文
書
で
の
依

頼
を
受
け
た
か
ら
で

あ
る
。

問
　
自
衛
隊
の
使
用

目
的
と
使
用
後
の
処

理
は
。

答
　
使
用
目
的
は
、

自
衛
官
募
集
に
関
す

る
案
内
の
送
付
等
で

あ
る
。

　
使
用
後
は
誓
約
書

に
基
づ
き
、
取
得
し

た
個
人
情
報
は
、
翌

年
度
の
４
月
１
日
に

細
か
く
裁
断
し
破
棄

し
て
い
る
。

問
　
個
人
情
報
を
自

衛
隊
に
提
供
し
て
い

る
こ
と
を
、
本
人
や

保
護
者
に
知
ら
せ
て

い
る
の
か
。

答
　
本
人
や
保
護
者

に
知
ら
せ
て
い
な
い
。

問
　
個
人
情
報
の
提

供
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
、
憲
法
で
定

め
ら
れ
て
い
る
基
本

的
人
権
に
抵
触
す
る

と
思
う
が
、
今
後
も

続
け
る
の
か
。

答
　
国
か
ら
の
法
定

受
託
で
あ
り
、
個
人

情
報
保
護
に
関
す
る

法
律
第
69
条
第
１
項

の
「
法
律
に
基
づ
く

場
合
」
に
該
当
す
る

と
の
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
自
衛
官
等
の
募
集

案
内
を
配
布
す
る
た

め
に
、
募
集
対
象
者

情
報
を
提
供
す
る
こ

と
は
、
本
人
の
同
意

は
必
要
と
さ
れ
て
い

な
い
。

問
　
自
衛
隊
か
ら
の

協
力
要
請
や
依
頼
は

断
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
義
務
で
は
な
い
の

だ
か
ら
断
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

　
筑
後
市
は
、
町
民

か
ら
の
声
で
現
在
は

提
供
し
て
い
な
い
。

　答
　
自
衛
隊
に
個
人

情
報
を
出
し
て
い
る

自
治
体
と
出
し
て
い

な
い
自
治
体
が
あ
る

の
は
承
知
し
て
い
る
。

　
今
後
は
対
象
者
に

同
意
を
得
る
こ
と
が

よ
い
と
考
え
る
た
め
、

前
向
き
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

問答

問答問答問答

問答問答

問問 答

答
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●学校給食共同調理場の耐震は
●町の避難訓練は

和田　伸一 議員和田　伸一 議員

問
　
小
竹
町
学
校
給

食
共
同
調
理
場
を
２

回
ほ
ど
外
か
ら
見
学

し
た
結
果
、
外
部
は

痛
み
が
激
し
く
、
内

部
や
天
井
裏
は
見
て

な
い
が
、
お
そ
ら
く

躯
体
の
腐
食
も
相
当

な
も
の
だ
と
思
う
。

　
中
で
働
く
環
境
の

大
変
さ
を
感
じ
取
れ

た
。

　「
子
ど
も
た
ち
に

温
か
い
給
食
」
を
届

け
る
こ
と
は
大
切
な

こ
と
だ
と
思
う
。

　
作
る
方
々
の
お
か

げ
だ
と
考
え
、
働
い

て
い
る
職
員
の
「
い

の
ち
」
を
守
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
耐
震

検
査
を
早
急
に
実
施

す
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
。

答
　
昭
和
34
年
に
建

築
さ
れ
た
学
校
給
食

共
同
調
理
場
は
耐
震

性
は
確
保
さ
れ
て
お

ら
ず
、
地
震
発
生
時

の
倒
壊
等
が
懸
念
さ

れ
、
施
設
・
設
備
と

も
に
老
朽
化
が
進
ん

で
い
る
。

　
学
校
給
食
衛
生
管

理
基
準
で
は
ド
ラ
イ

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す

る
こ
と
や
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
等
の
指

導
に
お
い
て
も
基
準

に
適
合
し
た
施
設
・

設
備
と
な
る
よ
う
指

摘
を
受
け
て
い
る
。

　
新
し
い
施
設
を
建

設
す
る
予
定
で
あ
る

た
め
耐
震
診
断
に
つ

い
て
は
大
き
な
費
用

を
投
入
し
て
実
施
は

行
わ
な
い
。

　
働
い
て
い
る
方
々

に
は
避
難
訓
練
等
で
、

乗
り
切
っ
て
も
ら
う
。

意
見
　
改
修
、
跡
地

利
用
等
々
に
対
し
て

の
教
育
委
員
会
の
答

弁
書
を
ま
と
め
て

”ひ
ま
わ
り
だ
よ
り
“

に
町
の
考
え
を
伝
え

て
み
て
は
と
思
う
。

問
　
令
和
５
年
９
月

１
日
、
関
東
大
震
災

か
ら
１
０
０
年
と
い

う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ

考
え
る
こ
と
の
多
い

１
日
だ
っ
た
。

　
町
と
し
て
は
防
災

講
演
会
や
訓
練
等
を

な
さ
れ
て
き
た
。

　
い
つ
か
来
る
可
能

性
の
あ
る
大
災
害
に

備
え
、
自
衛
隊
、
消

防
等
関
係
あ
る
方
々

に
協
力
要
請
し
、
災

害
が
起
き
て
か
ら
で

は
な
く
、
高
齢
者
か

ら
子
ど
も
た
ち
ま
で
、

多
く
の
住
民
の
方
々

に
参
加
を
呼
び
か
け
、

実
践
を
踏
ま
え
た
防

災
避
難
訓
練
を
行
い
、

災
害
時
そ
れ
ぞ
れ
が

何
を
す
べ
き
か
把
握

し
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

答
　
災
害
時
に
お
け

る
自
衛
隊
、
消
防
、

警
察
等
と
の
協
力
は

非
常
に
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。

　
特
に
災
害
時
、
被

災
後
の
復
旧
は
町
だ

け
で
は
難
し
い
部
分

が
あ
る
。

　
そ
の
際
、
日
頃
か

ら
協
力
体
制
、
確
認

は
し
っ
か
り
と
進
め

て
お
く
べ
き
こ
と
だ

と
考
え
て
い
る
。

　
各
自
治
会
、
自
主

防
災
組
織
、
高
齢
者

サ
ロ
ン
の
要
請
に
応

じ
て
町
の
防
災
士
を

派
遣
し
て
防
災
訓
練

や
講
演
を
行
え
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
今
後
と
も
住
民
の

防
災
意
識
の
向
上
を

図
る
た
め
の
方
策
と

し
て
、
避
難
訓
練
を

実
施
す
る
。

問

問

答

答

意
見
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渡辺　由美子 議員渡辺　由美子 議員

そこが知りたい  一般質問

問
　
日
本
で
は
、
生

活
習
慣
や
環
境
な
ど

予
防
可
能
な
リ
ス
ク

要
因
に
よ
る
が
ん
の

経
済
的
負
担
が
２
０

１
５
年
時
点
で
１
兆

円
を
超
え
、
ピ
ロ
リ

菌
感
染
に
よ
る
胃
が

ん
な
ど
が
多
く
を
占

め
て
お
り
、
胃
が
ん

の
原
因
の
ひ
と
つ
は

ピ
ロ
リ
菌
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　
ピ
ロ
リ
菌
除
去
が

２
０
１
３
年
か
ら
保

険
適
用
に
な
り
、
保

険
適
用
後
２
０
１
８

年
に
は
胃
が
ん
死
亡

者
は
約
12
％
減
を
達

成
し
、
１
万
８
０
０

０
人
の
命
を
救
っ
た

こ
と
と
な
る
。

　
胃
が
ん
に
な
ら
な

い
た
め
の
ピ
ロ
リ
菌

除
去
へ
と
つ
な
が
る

た
め
に
は
、
ま
ず
胃

カ
メ
ラ
検
査
を
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
自

覚
症
状
が
な
い
場
合

は
そ
も
そ
も
胃
カ
メ

ラ
検
査
に
は
つ
な
が

ら
な
い
。

　
ピ
ロ
リ
菌
リ
ス
ク

検
査
は
、
血
液
検
査

で
で
き
る
た
め
、
福

岡
県
内
24
団
体
の
自

治
体
が
特
定
健
診
時

に
検
査
を
実
施
し
て

い
る
。

　
福
岡
県
は
60
市
町

村
で
あ
る
の
で
約

40
％
の
自
治
体
が
取

り
組
ん
で
い
る
事
に

な
る
。

　
近
隣
市
町
で
は
、

飯
塚
市
、
田
川
市
、

香
春
町
、
添
田
町
、

糸
田
町
、
川
崎
町
、

宮
若
市
が
取
り
組
ん

で
い
る
。

　
小
竹
町
に
お
い
て

も
特
定
健
診
時
の
ピ

ロ
リ
菌
リ
ス
ク
検
査

の
実
施
を
取
り
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
　
胃
が
ん
の
Ａ
Ｂ

Ｃ
検
査
（
胃
が
ん
リ

ス
ク
検
査
）
と
は
、

胃
が
ん
そ
の
も
の
を

見
つ
け
る
検
査
で
は

な
い
。

　
こ
の
検
査
は
、
胃

の
粘
膜
に
い
る
ピ
ロ

リ
菌
の
感
染
の
有
無

と
、
胃
の
粘
膜
萎
縮

を
血
液
検
査
で
調
べ
、

将
来
、
胃
の
疾
患
に

罹
る
リ
ス
ク
を
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
検

査
の
こ
と
。

　
こ
の
検
査
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
血
液
検
査
の

た
め
、
簡
易
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
、
体

の
負
担
や
心
的
ス
ト

レ
ス
も
少
な
く
、
年

齢
に
関
係
な
く
実
施

で
き
、Ⅹ
線
検
査
や

内
視
鏡
検
査
を
ど
の

く
ら
い
の
間
隔
、
頻

度
で
受
診
し
た
方
が

良
い
の
か
目
安
と
な

る
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
は
、
胃
が
ん
リ
ス

ク
を
判
定
す
る
も
の

で
あ
り
、
胃
が
ん
で

あ
る
の
か
ど
う
か
は
、

判
定
が
で
き
な
い
。

　
Ａ
Ｂ
Ｃ
検
査
は
、

あ
く
ま
で
も
将
来
的

な
胃
が
ん
の
発
症
リ

ス
ク
を
評
価
す
る
方

法
で
あ
り
、
胃
が
ん

を
早
期
発
見
す
る
た

め
に
は
、Ⅹ
線
検
査

や
内
視
鏡
検
査
を
受

診
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
胃
が
ん

リ
ス
ク
を
判
定
す
る

上
で
、偽
陽
性
で
あ
っ

た
場
合
、
再
検
査
を

受
け
る
な
ど
、
患
者

負
担
が
さ
ら
に
増
え

る
。

　
町
が
実
施
す
る
が

ん
検
診
に
つ
い
て
は
、

50
歳
以
上
を
対
象
と

し
、
問
診
に
加
え
、

胃
部
Ⅹ
線
検
査
や
胃

内
視
鏡
検
査
の
い
ず

れ
か
を
実
施
す
る
こ

と
を
推
奨
し
て
い
る
。

　
本
町
で
は
若
年
か

ら
の
検
診
受
診
の
動

機
付
け
と
、
が
ん
の

早
期
発
見
の
た
め
、

18
歳
以
上
を
対
象
と

し
検
診
案
内
を
行
っ

て
い
る
。

　
本
町
と
し
て
は
、

今
後
も
周
知
に
努
め
、

早
期
発
見
、
早
期
治

療
に
繋
げ
て
い
く
こ

と
が
重
要
だ
と
考
え

て
い
る
。

●特定検診時にピロリ菌リスク検査の実施を

問

答
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廣瀬 正子  議員廣瀬 正子  議員

●国が推進する「エリア一括協定運行事業」を活用して、
　地域公共交通の見直しを

問 

　「
地
域
公
共
交

通
の
活
性
化
及
び
再

生
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」が
令
和
５
年
４

月
28
日
に
成
立
し
た
。

　
小
竹
町
に
関
係
す

る
も
の
で
は
、「
地

域
公
共
交
通
利
便
増

進
事
業
」
の
拡
充
と

し
て
、
自
治
体
と
交

通
事
業
者
が
、
一
定

の
区
域
・
期
間
に
つ

い
て
、
交
通
サ
ー
ビ

ス
水
準
（
運
行
回
数

等
）、
費
用
負
担
等

の
協
定
を
締
結
し
て

行
う
「
エ
リ
ア
一
括

協
定
運
行
事
業
」
が

創
設
さ
れ
た
。

　
本
町
で
は
、
毛
勝

飯
塚
線
の
西
鉄
バ
ス

が
令
和
元
年
９
月
末

に
廃
止
後
、
議
会
や

自
治
会
長
会
の
意
見

を
反
映
し
て
地
域
公

共
交
通
協
議
会
を
立

ち
上
げ
た
。

　
令
和
元
年
11
月
に

は
、
議
員
全
員
で
広

島
県
の
神
石
高
原
町

に
行
政
視
察
に
行
っ

た
。
町
外
医
療
機
関

通
院
者
支
援
制
度
、

運
転
免
許
自
主
返
納

支
援
事
業
、
バ
ス
路

線
廃
止
代
替
支
援
事

業
等
の
説
明
を
受
け

た
。

　
志
免
町
で
は
福
祉

巡
回
バ
ス
を
廃
止
し
、

令
和
６
年
３
月
か
ら

Ａ
Ⅰ
オ
ン
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
に
変
更
す

る
こ
と
が
決
ま
っ
て

い
る
。

　
Ａ
Ⅰ
オ
ン
デ
マ
ン

ド
タ
ク
シ
ー
で
は
、

時
間
表
も
な
く
予
約

が
あ
れ
ば
時
間
内
で

は
、
何
時
で
も
自
動

的
に
効
率
よ
く
相
乗

り
し
て
運
行
す
る
。

　
燃
料
費
の
節
約
、

目
的
地
の
到
着
時
間

短
縮
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
に
な
る
。

　
何
よ
り
も
自
治
体

の
負
担
が
少
な
く
な

る
こ
と
で
あ
る
。

　
同
じ
事
業
は
全
国

で
21
件
あ
る
。

　
山
口
県
の
長
門
市

日
置
地
区
で
は
、
タ

ク
シ
ー
２
台
で
、
小

学
生
の
送
迎
（
運
賃

は
教
育
委
員
会
が
負

担
）
や
区
域
内
定
額

運
賃
３
０
０
円
を
運

営
し
て
い
る
。

　
今
年
の
10
月
か
ら

は
、
午
前
７
時
か
ら

夕
方
５
時
ま
で
、
タ

ク
シ
ー
が
空
い
て
い

れ
ば
何
時
で
も
時
間

帯
に
関
係
な
く
予
約

で
き
る
オ
ン
デ
マ
ン

ド
タ
ク
シ
ー
に
変
更

予
定
で
あ
る
。

　
病
院
や
ス
ー
パ
ー

な
ど
は
区
域
外
で
も

同
じ
運
賃
で
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　
小
竹
町
で
は
令
和

７
年
か
ら
始
ま
る
小

学
生
の
送
迎
が
始
ま

る
。

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、

福
祉
巡
回
バ
ス
、
買

い
物
バ
ス
な
ど
、
利

用
目
的
限
定
で
な
く
、

ど
の
よ
う
な
利
用
者

で
も
利
用
が
で
き
る
。

　
国
が
推
進
し
補
助

金
対
象
を
増
や
し
た

「
エ
リ
ア
一
括
協
定

運
行
事
業
」
と
し
て
、

費
用
対
効
果
も
考
慮

し
た
地
域
公
共
交
通

事
業
の
見
直
し
を
今

だ
か
ら
考
え
る
時
で

は
。

答
　
法
改
正
に
よ
り

新
た
に
創
設
さ
れ
た

「
エ
リ
ア
一
括
協
定

運
行
事
業
」
は
、
路

線
バ
ス
や
ス
ク
ー
ル

バ
ス
、
予
約
型
の
デ

マ
ン
ド
交
通
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
統
合
し
、

自
治
体
が
交
通
事
業

者
に
一
括
し
て
、
長

期
的
な
運
行
を
委
託

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
実
現
す
る

と
、
通
学
や
通
院
、

買
い
物
と
い
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
需
要
に
対

し
、
一
つ
の
事
業
者

が
柔
軟
に
対
応
で
き
、

効
率
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
。

　
本
町
に
お
け
る
移

動
手
段
と
し
て
は
、

鉄
道
や
社
会
福
祉
協

議
会
の
買
い
物
支
援

バ
ス
の
ほ
か
、
福
祉

的
な
観
点
か
ら
２
台

の
巡
回
バ
ス
を
運
行

し
て
い
る
。

　
特
に
巡
回
バ
ス
に

つ
い
て
は
、
利
用
者

数
か
ら
見
た
費
用
対

効
果
の
問
題
、
巡
回

ル
ー
ト
に
対
す
る
多

数
の
要
望
な
ど
を
踏

ま
え
、
運
行
の
あ
り

方
に
つ
い
て
大
き
く

見
直
し
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
期
に

あ
る
の
で
は
な
い
か

と
認
識
し
て
い
る
。

　
地
域
公
共
交
通
会

議
を
再
開
し
、
町
全

体
の
公
共
交
通
の
再

構
築
に
向
け
、
町
民

の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
て
、

タ
ク
シ
ー
や
巡
回
バ

ス
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、

そ
の
他
の
有
償
運
送

な
ど
、
複
数
の
移
動

手
段
の
活
用
に
向
け

て
検
討
し
た
い
。

　
　

そこが知りたい  一般質問

問

答

令和５年11月１日　福岡県小竹町　議会だより(9) No.246

9



　
今
回
の
議
会
だ
よ
り
は
表
紙
か

ら
「
ど
う
な
る
？
　
給
食
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
見
出
し
か
ら
質
疑
、

質
問
と
小
竹
町
学
校
給
食
共
同
調

理
場
に
つ
い
て
の
内
容
が
多
い
様

に
思
い
ま
す
。

　
議
会
と
し
て
は
予
算
、
方
法
等

に
つ
い
て
、
町
と
の
や
り
取
り
を

行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
り
ま
す
。

　「
子
ど
も
た
ち
が
栄
養
満
点
の

給
食
」
を
食
し
、
日
本
、
世
界
へ

は
ば
た
く
人
材
と
な
っ
て
く
れ
る

こ
と
を
望
み
ま
す
。

（
議
会
広
報
編
集
委
員
会

委
員
　
和
田
伸
一
）

編
集
後
記

編
集
後
記

町
村
議
会
広
報
研
修
会
に

参
加
し
ま
し
た

　
９
月
26
日
（
火
）
に
東
京
都
千
代
田
区

の
日
経
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

町
村
議
会
広
報
研
修
会
に
参
加
し
、
広

報
担
当
者
に
必
要
な
法
律
知
識
や
広
報

紙
づ
く
り
の
基

礎
、
デ
ザ
イ
ン
に

つ
い
て
学
ん
で
き

ま
し
た
。

　
今
後
の
議
会
だ

よ
り
に
生
か
し
て

ま
い
り
ま
す
。

健康保険証の存続を求める意見書採択の陳情について・・・・・・陳情を採択、意見書も可決

陳情・意見書

令和５年度町村議会広報研修会

※事情により変更される場合もありますのでご了承ください。

次回の定例会は、
12月７日（木）に開会予定です。

議会のインターネット中継が
始まりました。

　９月から議場で行われる各種会議（本会議、予
算・決算審査特別委員会、臨時会、全員協議会等）
のインターネット（YouTube）中継が始まりました。
　会議の開催は町の公式LINEにてお知らせいたし
ます。
　生中継と録画中継を行っています。

検 索 小竹町議会  YouTube
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飯
野

　裕
子 

氏（
再
任
）

　
住
　
　
所
　
南
良
津
区

　
任
　
　
期
　
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら（ 

４
年
間 

）

　
昭
和
30
年
生
ま
れ

教
育
委
員
会
委
員

大
屋

　
　太 

氏（
再
任
）

　
住
　
　
所
　
新
多
区

　
任
　
　
期
　
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら（ 

３
年
間 

）

　
昭
和
20
年
生
ま
れ

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

議
会
が
同
意
し
た
人
事

９月定例会で議決した議案

議案第27号

議案第28号

議案第29号

議案第30号

議案第31号

議案第32号

議案第33号

議案第34号

議案第35号

撤
回

可
決

継
続
審
査

撤
回

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

小竹町立学校給食共同調理場整備事業者選定
委員会条例の制定について

小竹町特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例の制定について

小竹町町営住宅条例の一部を改正する条例の
制定について

令和５年度小竹町一般会計補正予算について

令和５年度小竹町後期高齢者医療特別会計補
正予算について

令和５年度小竹町水道事業特別会計補正予算
について

小竹町道路線の廃止について

小竹町道路線の認定について

令和５年度小竹町一般会計補正予算について

認定
1～7号

報告第4号

報告第5号

報告第6号

陳情第２号

発意第4号

同意第8号

諮問第1号

認
定

報
告

報
告

報
告

採
択

可
決

同
意

適
任

令和４年度小竹町（一般・国民健康保険特別・農業集落
排水事業特別・公共下水道事業特別・後期高齢者医療
特別・町立病院事業特別・水道事業特別）会計決算認定

令和４年度健全化判断比率の報告について

令和４年度公営企業の資金不足比率の報告に
ついて

小竹町立病院経営健全化計画実施状況の報告
について

健康保険証の存続を求める意見書採択の陳情
について

健康保険証の存続を求める意見書について

小竹町教育委員会委員の任命について

人権擁護委員候補者の推薦について




